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　報告者は清末における留日学生の生活実態に関心を
持っており、最近では、清朝統治者の子孫或いは八旗（八
旗は清朝における旗と呼ばれる社会・軍事集団からなり、
すべての満州族は8個の旗のいずれかに配属された）子
弟の留日生活は一般の留学生の状況とどこが違うのか、
ということに興味を広げている。2014年 12月 23日か
ら2015年 1月7日の16日間、非文字資料研究センター
の若手研究者として、中国の北京師範大学の民俗学と文
化人類学研究所を訪問するチャンスを頂いた。今回の訪
問機会を利用して、留日学生の中で特別な存在であった
貴冑（王公大臣の子弟）留学生及び八旗子弟の留学生を
送り出した陸軍貴冑学堂と八旗学堂の旧跡及び関連史料
について調査してきた。
　清末の貴冑留学と八旗子弟の留学は一般の留学生に混
じり、最も早い段階から実施されている。例えば、清朝
政府に大きな影響力を持っていた張之洞は1899年に孫
の張厚琨を学習院に送っており、その後も統治者は子孫
の教育を重視して海外留学に派遣している。1902年の
外務部の文書では、海外の留学生派遣を貴冑学生、官派
学生、遊学学生の3種類に分け、「貴冑留学」をその一
種として提起していることからその重視ぶりが分か
る（1）。その後、1904年に光緒帝は「宗室子弟」の海外
留学を促す上諭を出した。1907年になると、外務部、
学部などは、貴冑留学に関する「請派貴冑出洋游学折」
を上奏するとともに、「貴冑游学章程」を定めた（2）。こ
うして、貴冑留学は清政府に重視され、それ以降も続い
ているのである。
　次にその「貴冑游学章程」の中のいくつかの内容を見
ると、貴冑留学の学生は、すべて王公大臣の子弟及び貴
冑学堂の優秀者から選抜していることがわかる。派遣先
は英米独三国で、勉強科目は法政、軍事で、留学期間は
三年となっている。また、一人の留学生に支給する金額
について、旅費は七百銀両、毎月の経費は三百銀両、衣
服などの準備代は五百銀両である。召使いをつけるなら
ば一人に限る。そのほか、通訳と漢文教習は一人ずつ付
ける。このような条件から見ると、かなり優遇されたこ
とが分かる。しかも、清朝政府はこの「章程」を定めて

からまもなくの1907年 12月に宗室貴冑20名を留学さ
せ（3）、その他の貴冑留学としては1909年に陸軍貴冑学
堂から陳昌彀、成全など20名を選び留学させた（4）。
　1906年に陸軍貴冑学堂が設立され、最初の校地に現
在の煤渣胡同が選ばれたが、そこは狭くて軍隊訓練には
不便なため、現在の張自忠路3号を新しい校地とした。
張自忠路3号は当時、鉄獅子胡同と呼ばれていた。この
鉄獅子胡同という所に新しい校舎が建てられ、西側は陸
軍部に隣接し、南側に校舎、北側には附属の建物が造ら
れていた。陸軍貴冑学堂は陸軍部と同じ正門を利用した
のである。陸軍貴冑学堂の旧跡に近づくため、現在の北
京市東城区張自忠路3号（以前は段祺瑞執政府旧址と呼
ばれていたが、2009年に清陸軍部和海軍部旧址と改称
された）を訪ねた。持っていったカメラではその建物全
体を撮れなかったため、ほかの資料を利用して当時の建
物の様子と現在の様子を対比すると下の図のようにな
る。写真1は、清末の陸軍部が軍事視察を行っている状
況に見えるが、写真2は、現在の様子である（5）。
　写真1・2に写されている建物の東側が当時の陸軍貴
冑学堂の所在地となった場所である。また、1909年に
当該学堂が作った『陸軍貴冑学堂同学録』には、陸軍学
生と教官などの集合写真、学堂監督、学生写真などを載
せている。貴重な資
料と思われるこの
『同学録』は、浙江
档案網（档案データ
バンク）に入ってお
り、そのうちの一部
の写真がネット上で
公開されている。写
真3は、第二期生と
教官などの集合写真
だといわれており、写真4は、『同学録』の表紙である。
　留学生を送り出したもう一つの
学堂は八旗高等学堂である。この
学堂は清朝を創った満州族の子孫
を教育する宗室官学から発展して
できた学校であり、1949年には
現在の「北京一中」となっている。
古い歴史を持つこの学堂は、1908
年に学生を15名選んで早稲田大
学清国留学生部の予科に入学させ
たことが分かっている。辛亥革命
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清末の陸軍貴冑学堂と八旗学堂に
関する調査報告
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Shared and Private Meanings in Contemporary 
Japanese Inari Worship』、Michael Bathgate（2004）『The 
Fox’s Craft in Japanese Religion and Folklore：
Shapeshifters, Transformations, and Duplicities』など
が挙げられるが、中国の狐伝承に関わる主な研究に、
Xiaofei Kang（1999）『The Fox [hu 狐 ] and the 
Barbarian [hu 胡 ]:Unraveling Representations of the 
Other in Late Tang Tales』、Xiaofei Kang（2000）『Power 
on the Margins：The Cult of the Fox in Late Imperial 
China』、Xiaofei Kang（2006）『The Cult of the Fox：
Power, Gender, and Popular Religion in Late Imperial 
and Modern China』、Rania Huntington（2000）『Foxes 
and Sex in Late Imperial Chinese Narrative』、Alien 
Kind（2003）『Foxes and Late Imperial Chinese 
Narrative』、Thomas David Dubois（2005）『The 
Sacred Village：Social Change and Religious Life in 
Rural North China』などがある。また、東アジア以外
の 狐 伝 承 に 関 わ る 研 究 に Kenneth Varty（1999）

『Reynard, Renart, Reinaert and Other Foxes in 
Medieval England：the Iconographic Evidence』、
Martin Wallen（2006）『Fox』が挙げられる。
　次に、UBC 人類
学 博 物 館（MOA）
で北米先住民の動物
仮面及び仮面踊りに
関して調査を行っ
た。MOA は、UBC
の敷地内にあり、ハ
イ ダ 族（1） な ど の
ファースト・ネー
ション（北米先住民）
の生活文化に焦点を
当てた博物館で、先住民によって造られた彫像やトーテ
ムポールなどの展示があり、そのコレクション数は 50 
万点以上にものぼり、世界でも有数の仮面を有する博物
館である。北米先住民にはエスキモーとインディアンが
あるが、今回は、エスキモーに属するセントラル・ユピッ
クを中心に、その動物仮面と仮面踊りを調査した。
　北米先住民の間
で生成された仮面
の文化が 20 世紀
になってから消失
し て い っ た が、
1960 年代以降、民
族文化の復興運動
が起こり、それぞ
れの民族で独自の
仮面が作られ、自
分達の民族の祭りで使用するようになってきている。20
世紀後半に入ると、仮面の制作とその儀礼での使用は急
速に姿を消して、現在では土産用としての制作が中心に

写真 1　 UBC の 中 央 図 書 館
Walter C. Koerner 
Library

写真 2　UBC 人類学博物館（MOA）

なっている｡
　アラスカ西部ヌ
ニバク島のユピッ
ク の 木 製 仮 面 は、
周囲に輪や小さな
動物像を配し、想
像力豊かな表現で
よく知られている
｡ MOA には、アラ
スカのヌニバク島
やアラスカ半島で
収集された合計 7
点のセントラル・
ユピックの動物仮
面が所蔵されているが、その中に、狐の仮面と半人半狐
の仮面が 2 点あった。
　北米北西海岸のユピックの世界では、全てに霊、つま
りおのおののエネルギーの源となるものがあり、その霊
によりおのおののものに潜在的に行動力と性質が与えら
れていると考えられている。狐は重要な毛皮獣として認
識される一方、霊の宿る存在としても見なされる。ユピッ
クは、狐や狼やアザラシなどの仮面をつけて踊った。祭
りにも、ひまつぶしにも、あるいは周囲の人を楽しませ
るためにも踊ったし、本人が好きだからといって即興的
に踊ることもあった。
　今回の調査において、自分の研究課題に関わる大量の
文字 ･ 非文字資料を得ることができた。このような調査
の機会を与えてくださったブリティッシュ・コロンビア
大学アジア学科 Nam‐Lin Hur 先生、Xiaoyi さん、神奈
川大学非文字資料研究センターの内田青蔵先生、事務の
彦坂綾さんをはじめお世話になった皆様に心よりお礼申
し上げたいと思う。

【注】
（1）ハイダ族（Haida）は主にカナダ・ブリティッシュコロンビア

州に居住する先住民族（ファーストネーション）。一部はアメ
リカ合衆国アラスカ州にも居住区がある。その芸術に、トー
テムポールが有名である。

【参考文献】
1．ジャン・ルイ・ベドゥアン『仮面の民俗学』、白水社、1963 年
2．アーネスト・S・バーチ Jr『図説エスキモーの民族誌――極北

に生きる人びとの歴史・生活・文化』、原書房、1991 年
3．佐々木重洋『仮面パフォーマンスの人類学―アフリカ，豹の森

の仮面文化と近代』、世界思想社、2000 年
4．吉田憲司『世界の仮面（みんぱく発見 6）』、千里文化財団、

2001 年
5．佐原真、勝又洋子『仮面そのパワーとメッセージ』、里文出版、

2002 年

写真 3　 セントラル・ユピックの
狐の仮面

　　　　（MOA 所蔵）
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「奪われた」海という歴史
　だが、現在の板只の
人々は、上述のいわば

「『献上された』海」とで
もいうような内容とは異
なるニュアンスのワカメ
漁場に関する歴史的経緯
を、母親や祖母の世代か
ら聞いて育ったという。
それが冒頭で述べた言葉
である。それは、板只の
人々がワカメ漁場を両班

（ヤンバン）の人々へ還
して欲しいと自ら願い出
たというのではなく、漁場は「奪われた」というニュア
ンスで語られてきたという。
　だが、一方で板只の人々は、板只のワカメ漁場で採れ
るワカメがかつて王に認められた品質である事を誇らし
く語る。そこでも、ワカメ漁場に関する歴史が利用され
るのである。
　「献上された」海と
いうような状況がどの
ような状況であったの
かを実感を持って理解
する事は難しい。しか
し、この権力者間での
漁場の帰属を巡る経緯
は前近代の話ではな
く、現代まで続いて行われてきたというのである。もち
ろん、この蔚山朴氏と蔚山広域市によって記されたいわ
ば板只のワカメ漁場に関する公式の「歴史」は、きちん
と資料などによって実証する必要がある。それによって、
公式の「歴史」と板只で語られてきた歴史とのズレを検
証していくことができるようになるだろう。だが、それ
だけではなく、板只の人々がワカメ漁場に関する「歴史」
と自らのなかで語られてきた歴史とのズレをどう解釈
し、そこでどのような実践がなされてきたのかを知る事
は、より重要な課題であると考える。それを知る事から
板只の人々の海を自らの生活場としていく手法、つまり
板只の人々の海を自らのものとしていく際の生きられた
感覚のあり方を知ることにつながるのではないかと考え
させられた。

謝意
　小稿は、2015 年 1 月 13 日から 26 日の間に、韓国で
板只漁業契および漢陽大学校東アジア文化研究所の方々
のご助力により見聞きできたことをまとめたものです。
皆さまのお力添えのおかげで、大変貴重な経験をするこ
とができました。文末ながら、皆さまに謝意を示したい
と思います。ありがとうございました。

（918 年）の際
に功績のあっ
た 朴 允 雄（ 蔚
山朴氏の祖）と
いう人物にあ
たえられたと
いう。それが、
李氏朝鮮時代
の 1751 年 に
は、漁場が当
時の王族に支
給され、国有
の漁場となっ
た。 だ が、 国
有化後、ワカ
メ が 3 年 連 続
で不漁になり、
当時の板只の漁民たちは不漁の原因がワカメ漁場を取
り上げられた歴代の蔚山朴氏の怒りにあるとし、漁場
を蔚山朴氏に還すようにと行政側に訴えた。それが認
められ漁場は蔚山朴氏に返還された。そのため、板只
のワカメ漁場は「両班岩（양반바위 貴族の岩の意）」
と呼ばれるようになった。そのような経緯から、毎年
行われる蔚山朴氏の祖先を祭る行事の際には、板只か
らワカメを蔚山朴氏宗中に献納してきた。
　この慣行は、日本植民地期にも存在した。だが 1950
年に実施された農地改革法に伴い、板只のワカメ漁場
は、蔚山朴氏の私有から国有となった。そして、1961
年「5.16 革命」後の漁業法改正により、板只のワカメ
漁場は、板只の漁村契に帰属する漁場となる。
　しかし、蔚山朴氏から当時の朴正煕大統領に対して
漁場の返還を求める動きがあり、1965 年には朴正煕が
漁場を蔚山朴氏へ返還するようにとの命令があったと
いう。
　そのような経緯から、蔚山朴氏は、1970 年 8 月に板
只の海岸に土地を購入し、そこに板只のワカメ漁場の
歴史的経緯を記した碑を建立した。そして、2001 年 12
月 20 日には、板只のワカメ漁場とその歴史が蔚山広域
市の文化財第 38 号として指定された。そして現在でも、
板只から蔚山朴氏へワカメを献納しているという。
　板只のワカメ漁場には、上述のような歴史的経緯が
存在した。それは碑に記され、蔚山広域市の文化財と
もなっている。それは、いわば板只のワカメ漁場につ
いての公式の「歴史」となっているといえる。
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以後、満州族の子弟が多く
を占めているこれらの留学
生はどうなったのかという
情報については、今回北京
市档案館で見つけた、教育
部 か ら 京 師 第 一 中 学 校

（1912 年に八旗高等学堂か
ら名称を変更）宛ての文書
から、これらの留学生が派
遣元に生活支援を求め、官
費を続けて支給してほしい
旨の内容が読み取れる。
　報告者が北京市東城区宝
釵胡同にある北京一中を訪
問した日は授業中だった
が、幸いそのまま中に入る
ことができた（写真 5）。
北京一中の正門から入っ
て、すぐ左側に下記の写真
のような碑亭が建てられて
いる（写真 6）。碑亭の上
に「北京一中碑亭記」とい
う横書きの看板が掲げられ
ている。この「碑亭記」の文字によって北京一中の沿革
が簡単ながら分かる（写真 7）。碑亭の真ん中に立てて
ある石碑に刻まれた当時の文字をじっくり見れば、光緒
20（1894）年に八旗官学から八旗書院に変更した経緯
についての説明であることが判別できる（写真 8）。
　今回の調査期間は 16 日間で、元旦から 3 日間の休み
や公共施設の休館日を除くと、実際に調査できる時間が
もっと短くなったが、このように限られた日程を効率よ
く利用して、陸軍貴冑学堂の旧跡、八旗学堂の旧跡、北

京市档案館、中国第一歴史
档案館、中国国家図書館、
北京師範大学図書館などを
回って、写真を撮り、関連
史料をいくつか入手するな
ど、有意義な研究調査がで
きたと思う。そして、北京
滞在中に、北京師範大学の
万建中先生に温かく歓迎さ
れ、わたくしの研究内容と
滞在予定の説明を丁寧に聞
いていただき、適切なアド
バイスをしていただいたこ
とは、非常にありがたいこ
とであった。今後は、貴冑
留学生と八旗留学生の子孫
を対象に聞き取り調査を行
い、当時の留学生らの生活
状況を検討するために、より豊富な資料を活用したい。

【注】
（1） 外務部「奏陳尊議出洋学生章程折」、陳学恂・田正平編『中国

近代教育史資料匯編・留学教育』、上海教育出版社、1991 年、
16 頁。

（2） 前掲書、32 頁。
（3） 董守義『清代留学運動史』、遼寧人民出版社、1985 年、370 頁。
（4） 「貴冑学員之留学額」、『大公報』、1909 年 7 月 20 日。
（5） 写真 1 は、『北京近代建築史』（張復合著、清華大學出版社、

2004 年）に見られる。ここで使っている写真 1・2 は、「百年
回望之八十四陸軍貴冑学堂」という文章（http://blog.sina.
com.cn/s/blog_56577d8f0100vavz.html）中の写真を利用した。

写真 8

写真 9

　「おばあさんは、『奪われた』というように話をする」。
　これは、韓国蔚山広域市北区江東洞に属する板只（パ
ンジ、판지）という村落でワカメ漁場の歴史についてお
話を伺った際に出てきた言葉である。この板只の人々が
利用してきたワカメ漁場には、複雑な歴史的経緯がある。
本小稿では、板只のワカメ漁場を巡る歴史的経緯を紹介
し、その歴史が現在どのように認識されているのかを紹
介してみたいと思う。

板只のワカメ
　板只は、2015 年 1 月時点で 58 人の人口を有し、そ

のうち 15 人が板只漁村契に所属し漁業を営んでいる。
板只ではアワビ、ウニ、サザエ、ナマコ、ワカメなどを
対象とした漁が行われている。これらの漁は、海女（ヘ
ニョ、해녀）が行う。そのうちワカメは、高麗王朝時代
から王に献上されていたとされ、現在でも質の高いもの
であるとして地元では語られている。

ワカメ漁場の「歴史」
　板只のワカメ漁場には、その権利を巡って複雑な歴史
的経緯が存在する。板只に建てられたワカメ漁場に関す
る碑文によると、板只のワカメ漁場は、高麗王朝建国

「献上された」海と「奪われた」海
―韓国蔚山広域市北区江東洞板只のワカメ漁場に関する歴史と語りから―

新垣　夢乃
（歴史民俗資料学研究科　博士後期課程）

写真5

写真 6

写真 7
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